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共用型デイサービス グループホームくすのき園  

             「(介護予防)共用型指定認知症対応型通所介護」 

重 要 事 項 説 明 書 

 

           当事業所は介護保険の指定を受けています。 

           （第 ２４９０３００３１２ 号） 

 

当事業所はご契約者に対して共用型認知症対応型通所介サービス及び共用型介護予防認知症対

応型通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意い

ただきたいことを次の通り説明します。 

 

１．事業者 

（１）法人名     社会福祉法人 慈 童 会 

（２）法人所在地   三重県鈴鹿市若松西六丁目２８番１８号 

（３）電話番号    ０５９－３８５－３１００ 

（４）代表者氏名   理 事 長  北 野  真 弘 

（５）設立年月日   昭和５６年２月１８日 

（６）法人の理念  「慈しむ心を育む」。 地域の中で「その人らしさ」を失うことなく、 

尊厳ある生活を共に創造していきます。 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類   共用型認知症対応型通所介護事業所・共用型介護予防認知症対応型 

通所介護事業所 (令和５年２月１日指定 三重県 2490300312 号) 

（２）事業所の目的    共用型認知症対応型通所介護および共用型介護予防認知症対応型通所

介護の事業の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関す

る事項を定め、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正

な共用型認知症対応型通所介護サービスまたは共用型介護予防認知症

対応型通所介護サービス（以下サービスという）を提供することを目的

とします。 

（３）運営の方針     要介護状態または要支援状態の心身の特徴を踏まえて利用者が可能な

限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の

維持ならびに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日

常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行います。 

（４）事業所の名称   共用型デイサービス グループホームくすのき園 

（５）施設の所在地   三重県鈴鹿市上箕田町 2638 番 8 

（６）管理者の氏名   鈴木 あおい 

（７）開設年月日    令和 ５年 ２月 １日 
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（８）電話番号      ０５９－３８５－７５５０ 

（９） 利用定員     ３名 

（10）事業所が行っている他の業務  

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 平成３０年４月１日指定  第 2490300221 号 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

 （１）事業の実施地域 鈴鹿市 

 （２）営業日及び営業時間 

     

    

  

（ 

 

４．職員の配置状況 

〈主な職員の配置〉 

 職  種 人数 業務内容 資 格 

管 理 者 １名(兼務） 業務管理 社会福祉士 精神保健福祉士  

介護支援専門員 １名(兼務) 介護計画作成 介護支援専門員     (１名) 

介護職員 

 

 

 

１0 名 

                   

日常生活機能訓練 

 

介 護 

 

准看護師        (１名) 

介護福祉士      （９名） 

認知症ケア専門士    (１名) 

認知症事業管理者研修 （２名） 

認知症実践者リーダー （３名） 

認知症実践者研修終了 （４名） 

看護職員 １名(兼務) 健康管理 正看護師 

管理栄養士 １名(兼務) 栄養管理 管理栄養士 

   

５．設備概要 

リビング・ダイニング  (49.60 ㎡） 多目的ホール  （50.88 ㎡） 

台 所        （12.25 ㎡） 洗 濯 室    （ 9.10 ㎡） 

浴 室        （ 8.37 ㎡） 事 務 室    （ 9.91 ㎡） 

トイレ （5 ヶ所・7.10 ㎡～1.82 ㎡） 入居者の居室 （９室・10.01 ㎡） 

    

６．サービスの概要 

  利用者の方やご家族、ケアマネージャー等と話し合い「ケアの三原則(自己決定・能力の活用・

生活の継続性)」を守り、利用者の自立した生活に向け援助します。特に個々の利用者の認知症

の症状に応じた介護に努めます。 

営業日 月曜日から金曜日（但し、１２月２９日から１月３日を除く） 

営業時間 午前８時から午後５時まで 

サービス提供時間 午前９時から午後５時まで 
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① 食事 ： 主として管理栄養士が作成する献立により、栄養並びに利用者の身体状況や嗜好を 

        考慮した食事を提供します。     食事時間 12：00～13：00 

② 入浴 ： 個別浴により入浴介助を行います。 

③ 排泄 ： 利用者の状態に合わせてトイレ介助、おむつ交換等の援助を行います。 

④ アクティビティ ： 利用者の希望に沿って、集団的レクリエーションや創作活動等を通じて 

         機能訓練的な諸活動を行います。 

⑤ 送迎 ： 送迎を必要とする利用者に対し、送迎サービス、移動、移乗介助等を行います。 

⑥ 生活相談 ： 利用者およびその家族の日常生活における介護、環境整備、手続き等に関する 

      相談、助言を行います。 

 

７．利用料金 

（１） サービス利用料金 

基本料金〈７時間以上８時間未満の場合〉        ※鈴鹿市は 6 級地のため 1 単位が 10.33 円 

要介護度 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

  （単位数） 484 単位 513 単位 523 単位 542 単位 560 単位 578 単位 598 単位 

サービス利用料金 

(単位×10.33 円) 
4,999 円 5,299 円 5,402 円 5,598 円 5,784 円 5,970 円 6,177 円 

自己負担１割の方 499 円 529 円 540 円 559 円 578 円 597 円 617 円 

自己負担２割の方 999 円 1,059 円 1,080 円 1,119 円 1,156 円 1,194 円 1,235円 

自己負担３割の方 1,499 円 1,589 円 1,620 円 1,679 円 1,735 円 1,791 円 1,851 円 

  加算及び減算料金                

サービス内容 単位数 
利 用 料

金(円) 

自己負担額（円） 

１割 ２割 ３割 

*サービス提供体制強化加算Ⅰ(注 1) 22／日 単位 227 円 22 円 45 円 68 円 

入浴介助加算 40／日 単位 413 円 41 円 82 円 123 円 

生活機能向上連携加算 （注 2） 100／月 単位 1,033 円 103 円 206 円 309 円 

科学的介護推進体制加算 (注３) 40／月 単位 413 円 41 円 82 円 123 円 

若年性認知症利用者受入加算(注４) 60／日 単位 619 円 61 円 123 円 185 円 

*介護職員処遇改善加算   １月の利用単位数×104／1,000 相当の単位数を加算 

*介護職員等特定処遇改善加算 １月の利用単位数× 31／1,000 相当の単位数を加算 

*介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 １月の利用単位数× 23／1,000 相当の単位数を加算 

*送迎を行わない場合の減算 －４７／片道 単位 送迎を行わない場合、片道につき 

（注1） サービス提供体制強化加算Ⅰ…介護福祉士が 70％以上、または勤続 10 年以上の介護福祉士 25％以上 

（注2） 生活機能向上連携加算…訪問・通所リハビリテーション事業所の理学療法士が訪問し、個別機能訓練計画

に基づき機能訓練を実施 

（注 3）科学的介護推進体制加算…利用者ごとの栄養状態、口腔機能、認知症等の情報を厚生労働省へ提出し、 

必要に応じて通所介護計画を見直す等、情報を活用する場合に算定 
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(注 4) 若年性認知症利用者受入加算…利用者が若年性認知症（40 歳から 65 歳まで）の場合 

※1 上記の加算料金ついても、1 単位当たり 10.33 円となっています。また、介護報酬の計算方法が、 

小数点以下切り捨てのため利用日数、負担割合により金額が違ってきます。 

※2「*」のついている介護職員等処遇改善加算は令和 6 年 6 月 1 日より一本化され、トータルで 181／1,000 に

変更となります。 

（２）介護保険給付対象外の利用料金 

食費（おやつ代を含む） ７３０円 

趣味活動費 必要時に実費 

日用消耗品・教養娯楽費 ５０円／日 

おむつ代等 ﾊﾟｯﾄ類・ﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ・ﾊﾟﾝﾂﾀｲﾌﾟ実費 

時間外料金 15 分あたり３２０円 

※ 利用者の都合で食事をキャンセルする場合、ご利用日の当日朝 9 時までに 

ご連絡いただければ、料金は発生しません。 

（３） 利用料金のお支払方法（契約書第６条参照） 

前記（１）（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し請求しますので、翌月２６日までに

契約時にお申込みいただいた口座からの自動引き落し、または現金にてお支払いください。 

（４） 利用の中止、変更、追加 

利用予定日の前に、ご契約者の都合によりサービスの利用を中止、変更、又は新たなサー

ビスの利用を追加することができます。この場合、サービスの実施日の前日までに事業者に

申し出てください。 

〇当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として当日の利用料金の１０％

（自己負担相当額）を頂く場合があります。但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある

場合は、この限りではありません。 

〇サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約者の希望す

る期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

８． 秘密の保持と個人情報の保護について（契約書第８条参照） 

（１） 秘密の保持について 

事業者及びその職員は、サービスを提供する上で知り得た利用者及び契約者等に関する秘

密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した

後も継続します。 

（２） 情報の保護について 

事業者は利用者及び契約者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお

いて利用者及び契約者等の個人情報を用いません。 

事業者は利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理

者責任をもって管理し、又処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

９． 高齢者虐待防止 

事業者は、利用者等の人権擁護・虐待の防止等のために、以下の項目に取り組みます。 

① 高齢者虐待防止の指針を整備します。 



 - 5 - 

② 高齢者虐待防止の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

職員に周知徹底します。 

③ 職員に対して、人権擁護、虐待防止等の研修を定期的に開催します。 

④ 上記の取組を適切に実施するために高齢者虐待防止の担当者を置きます。 

１０．損害賠償（契約書第９条参照） 

  ① 当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やか

にその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

    但し、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の

置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときに限り、事業者の損害賠償責任を減じ

る場合があります。 

  ② 契約者の故意又は重過失により、当施設又は備品の利用につき通常の保守・管理の程度を

超える補修が必要となった場合には、その費用は契約者が負担します。 

  ③ 契約者の急激な体調の変化等、当事業所の実施したサービスを原因としない事由及び、当

事業所もしくはサービスの従業者の指示・依頼に反して行った行為等にもっぱら起因して損

害が発生したときは、法人は損害賠償を免れます。 

④ 万が一の事故の発生に備えて、全国社会福祉協議会の「しせつの共済」に加入しています。 

 

１１．衛生管理 

① 共用型認知症対応型通所介護の使用する施設、設備及び備品又は飲用に供する水について、

衛生管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。 

② 感染症の予防およびまん延防止の対策を検討する委員会を 3 ヶ月に 1 回以上開催し、その

結果について従業者に周知徹底します。 

  ③ 事業所に於ける感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備し、また、従業者に対

し、定期的に研修及び訓練を実施します。 

④ これらを防止する為の措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるととも

に常に密接な連携に努めます。 

 

１２．緊急時の対応 

  サイビスの提供中に容態の変化等があった場合、事前の打ち合わせにより、ご家族、主治医、

救急隊、居宅介護支援事業者等へ連絡致します。 

 

１３．非常災害対策 

  非常災害に備えるため、消防計画等に基づき避難・通報及び消火訓練を、年 2 回以上実施しま

す。地域の方との連携や、夜間を想定した訓練も実施します。火元危険防止のため防火管理者を

中心に自主的に点検を行い、また、非常災害用の設備点検は契約保守事業者に依頼し、常に有効

に保持するように努めます。   

 

１４．地域との連携 

  ① 運営に当たっては、地域住民またはその自発的活動等との連携及び協力を行う等地域との

交流に努めます。 

  ② サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、認知症介護に
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ついて知見を有する者等により構成される「運営推進会議」を設置し、おおむね 6 か月に１

回以上活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望・助言を聴く機会を設け、記

録を作成し、公表します。 

 

１５．事業継続計画の策定 

   当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に

実施するため、および非常時の体制で早期業務再開のための計画を策定し、事業継続計画に従

い必要な措置を講じます。職員に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。また、定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて

変更します。 

 

１６．苦情の受付について（契約書第１２条参照） 

  当施設のサービスに関する相談、要望、苦情等は下記の窓口までお申し出下さい。  

   ○第三者委員      中 川 久 子 

               中 村 次 男 

   ○苦情解決責任者    管 理 者    鈴木 あおい 

               苦情受付担当者  山中 彩子 

○その他以下の機関での苦情受付も行っています。 

・鈴鹿亀山地区広域連合(鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号 鈴鹿市役所西館 3 階) 

   TEL 059（369）3201   FAX  059（369）3202 

    受付時間 8 時 30 分～17 時 15 分（土日祝祭日を除く） 

・三重県社会福祉協議会(津市桜橋二丁目 131)    

   TEL 059（227）5145   FAX  059（222）0305 

   受付時間 9 時～17 時 (土日祝祭日を除く) 

 ・三重県国民健康保険団体連合会（津市桜橋 2 丁目 96 番地 三重県自治会館内） 

    TEL 059（222）4165   FAX  059（228）5319 

        受付時間 9 時～17 時 (土日祝祭日を除く) 
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令和   年   月   日 

 

（介護予防)共用型認知症対応型通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に 

基づき重要事項の説明を行いました。 

 

     【事業所】 

所在地 鈴鹿市上箕田町 2638 番地 8 

名 称 共用型デイサービス グループホームくすのき園 

         説明者 氏名              印 

 

 

同 意 書 

 

令和   年   月   日 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、(介護予防)共用型認知症

対応型通所介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

【利用者】 

住 所 

 

        氏 名                  印 

 

 

      【代理人】 

住 所 

   

                 氏 名                  印 

           


